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～第５次御坊市総合計画スタート～御坊市の次なる10年へ
～第５次御坊市総合計画スタート～御坊市の次なる10年へ

　総合計画とは、市のめざすべき将来像を描き、その実現に向けてまちづくりの方向性などを総合的にまとめたも
ので、市における最上位の計画です。本市では、昭和55年度から総合計画を策定し、今日まで計画的かつ効率的
な行政運営に努めてきました。
　令和3年度から本計画のもと、すべての市民で本市の将来像を共有し、その達成に向けて市民・企業・地域・行政
がパートナーシップのもとまちづくりに取り組んでいきます。 

■ まちづくりに取り組んでいくための指針となる総合計画

基本
構想

基本計画

事業計画

実施計画

10年間でまちが目指す「将来像」

将来像を実現するための計画の「基本方向」

基本方針を実現するための「施策」

施策について具体的な事業を示す「事業計画」

事業計画を実施していくための「実施計画」

基本方向ごとに取り組んでいく
方向性を示した「基本方針」

　総合計画は、「基本構想」「基本計画」「事業計画」「実施計画」で構成されています。それぞれで示している
項目は以下のとおりです。

■ 計画の構成

　基本構想と基本計画の期間は、令和３年度から令和12年度の10年間です。
　事業計画については、５年間の計画を立て、中間年度にあたる令和７年度に見直しを実施します。
　実施計画は、３年間の計画を立て、毎年見直しを実施します。

■ 計画の期間

令和12年度令和11年度令和10年度令和9年度令和8年度令和7年度令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度

基本構想（10年間）

基本計画（10年間）

後期事業計画（５年間）前期事業計画（5年間）

実施計画

実施計画（３年間）

実施計画

計画終了まで毎年見直し


